
 

  消滅時効期間満了

６ 督促 

督促後においても履行期限までに納付無 

主な徴収手続のフロー 

＊強制徴収債権の場合 

 

  

 

 

                         
 

 

 

 

 

 

  ＊非強制徴収債権の場合 

  

 

 

                        債務者の信用不安があったとき 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 債権の申出等 
＊債権の保全措置を行う。 

督促後１年経過し 
ても債務の履行無 

債務の履行無し

６ 督促 

履行期限の到来 

債権の発生 

納付 

９ 履行期限の繰上げ 

 資力有の場合  資力無の場合 

未納 

完納 

１１ 
徴収停止 

１４ 放棄

１３ 免除 

専決処分 
又は 

議会の議決 ３年経過
10 年経過 

債権の発生 
納付 

履行期限の到来 債務の履行無し 

７ 滞納処分等 

１４ 
放棄 

債務者が強制執行等を受けたことを知った時 

８ 強制執行等 
１）担保権の処分・実行

２）強制執行 
３）訴訟手続 

１４ 放棄

時効の援用を

要する債権 

注）各項目の番号は条例上の条数と同じものです。

完納 

１２ 
履行延期の特約等 


